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７．土木技術者はどのような倫理的な問題に
遭遇しやすいか？



７．１ 調査方法
土木学会倫理教育小委員会（平成１５年度）

技術者個人に対するアンケート調査

電子メールで調査した。統計的な母集団推計が目
的ではない。

２０歳代（２％）、３０歳代（３３％）、４０歳代（４０％）
、５０歳代（２３％）、６０歳代（１％）

調査・計画・立案（３５％）、設計（２２％）、積算（１
％９、施工（１９％）、研究開発（６％）、教育（４％）、そ
の他（９％）



７．２ 日常業務の中で、発生しやすい土木技
術者倫理に関連する問題

予算獲得や事業推進そのもの
が目的化していると感じたこと
がある

４２％

政治的に決定された事業、前任者・前の時代から続く事業等の関係
で、個人としては疑問を感じつつも、事業を推進せざるを得ないと感
じたことがある

３４％

安全性の確保等、技術者
としては対応策の必要性を
認識しながらも、予算の制
約上、放置やむなしとなっ
ているような状況に疑問や

悩みを感じたことがある
２４％

１）企画・計画畑



２）調査・設計
発注者の意向に沿うことを前
提とした取り組みとならざるを
得ず、技術者として疑問を感
じたことがある（２７％）

発注者側の技術者として、受注
者からの設計変更などの要望に
対し、技術的には理解しつつも、
予算や工期、会計検査への遠慮
から、受注者負担での対応を強
いざるを得なかったことがある（１
７％）

迅速な報告や情報開示を
して、結果として発注者の
信頼向上につながったこと
がある(17%)

事業化検討、環境アセ
スメント、各種調査業務
などで、発注者の意向
に反する検討結果が出
そうで悩んだこと がある

（１７％）



自らの設計の欠
陥や不備を発見
した場合に、発注
者への迅速な報
告や再検討の必
要性を感じながら
も、発注者の信
頼失墜を恐れ悩
んだことがある

発注者側の都合で設計変更を受注者
に強いたことがある。あるいは、発注者
側の技術者として重要な技術的判断を
すべき節目に、技術力の不足や多忙さ
のため適切な判断ができず、結果として
受注者に経済的損失や過大な業務を
強いたことがある（９％）

他者の設計につき欠陥を予見
しながらも放置したようなこと
がある（６％）

調査・設計（２）



３）施工
利益確保、工期厳守の基本
要件との関係で、品質・安全
確保、環境保持・改善などに
つき、不十分で問題があると
感じつつも業務を遂行せざる
を得なかったことがある（３４
％）

迷ったが迅速に報告・対応したた
めに大きな問題とならず、発注者
の信頼を得、技術者としても満足
できる対応がとれたことがある（２
４％）

施工できないか、しにく
いような設計や仕様に
なっているために、安全
性や品質への影響が気
になりながらも、現場で
独自に判断して対応し
たようなことがある（１９
％）



発注者の意向や判断が、公衆の安
全、福祉、健康等の確保に反する
面があると思われるときに判断・対
応に悩んだことがある（１５％）

各種トラブルや問題点に気づいた時点
で、発注者への迅速な報告や情報開
示を避け、自分達で処理しようとしたた
めに、かえって問題が深刻化したこと
がある（８％）

施工（２）



８．倫理的な問題の事例



８．１ 洪水規模の評価とコンサルタンツの使命

県土木事務所河川課のＲ技師は、Ｕ川の治水計画見
直しを担当することになった。Ｕ川は今年の夏に洪水が
発生し、浸水被害を生じた。

Ｒ技師の上司であるＰ課長は、「Ｒ君よ、今回の洪水で
ね、私を含めて地元は大変だったんだよ。Ｕ川の治水計
画は抜本的に見直しが必要なんだ。予算をどんどん取
って改修を進めるんだ。わかっているね」



県事務所の改修記録によれば、Ｕ川では約３０年前
に確率1/5対応の暫定改修が行われただけ。Ｐ課長
は、今回の洪水は計画規模の1/10を大きく上回る洪
水だったと評価して、優先的に改修を進めたいに違い
ないとＲ技師は思った。

第１回コンサルタンツとの打ち合わせ

管理技術者のＡ主任とＢ技師が出席

県Ｐ課長：あなたの会社は治水計画を得意とす
るんでしょ？Ａ主任みたいなエース級の技術者さ
んがやってくれて、心強いね。



第２回打ち合わせー洪水の評価結果

Ｂ技師：今回の洪水は流域平均雨量は100mm
で、確率評価すると約1/3になります。この理由は、
１箇所の雨量観測所に雨量が集中し、周囲の観測
所では雨量が少なかったためです。

県Ｒ技師：エッ？すでに確率1/5対応の改修が終
わっているのに、確率1/3の雨で洪水というのはお
かしくない？

Ｂ技師：いえいえ、信頼できるデータをもとに計算
すると、こうなるんですよ。



翌日、R技師がＰ課長に報告すると、予想通り、私（Ｒ技
師）はひどく怒られた・・・・

Ｐ課長：何やっているのだ。確率1/5の改修が終わ
っているのに1/3で溢れたなんて、そんな説明が通用
すると思っているのか？コンサルタンツが持ってきた
成果を、「はいそうですか」といってそのまま信じるな
んて！

Ｒ技師：すみませんでした。私が勉強不足でした。

Ｐ課長：すぐコンサルタンツを呼んで。私が指示する
から。



その翌日、Ｂ技師が再協議のため一人でやってきた・・・
・

Ｐ課長：こんな答えはないよ。改修は1/5で終わって
いるんだよ。

Ｂ技師：計算はデータを正直に用いた結果なのです
。暫定改修後30年たち、確率解析に用いる雨量資料
も豊富になったので、確率評価が変わることはよくある
のですよ。

Ｐ課長：正直な結果だとしても、すっきり説明しにくい
ね。ところで、雨量データは、事務所が渡した５観測所
のものを使ったの？



Ｂ技師：１カ所はほとんど欠測なんですよ。ですから、
４カ所のデータを用いました。

Ｐ課長：そのせいだよ、きっと。何とかして流域平均雨
量が大きくなるように、時間雨量データを推定するんだ
。確率計算の手法や計算に用いる標本のバックデータ
の精査も行って、確率年が大きくなるように、あらゆる手
段を考えるんだ。いいね。

Ｂ技師：私たちは、技術的に妥当な範囲でしか答えを
出すことはできません。３０年前の改修計画の妥当性も
、チェックした方がいいと思います。



Ｐ課長：終わってしまったことをチェックする必要は
ないんだよ。終わったことはすべて正しいのだ。それ
から、今日の細かい議論は打ち合わせ議事録に書く
んじゃないよ。「資料について再度精査を行うこと」ぐ
らいの表現にするんだよ。当然ながら、技術的な責
任はあなたの会社が負うんだからね。わかったね。



Ｐ課長に言われて、私（Ｒ技師）はコンサルタン
ツのＡ管理技術者に電話した。

Ｒ技師：おたくのＢ技師は、こっちの要望と違う答
えを持ってくるんですよ。あれでは何のためにお
たくの会社に頼んでいるのかわからないとP課長
は言っていますよ。プロとしてうまくやってくれな
いと困るんですがね。

Ａ主任技術者：申し訳ありません。Ｂによく言っ
ておきます。



その後、・・・・

打ち合わせはＰ課長とＡ管理技術者の間で行われ
ているようだ。

洪水の評価は1/20ということになり、計画規模を
上回る洪水であるという結論になった。

協議の途中から、私には理解できなくなり、どのよう
にして結論がでたかはわからない。

ともかく、Ｐ課長の思う通りの結果になったのだ。き
っと、これで良かったのだろう。



考えてみよう！

発注者から技術的妥当性を欠く計画作成を指示された場
合に、コンサルタンツのＡ管理技術者はどのような行動を
すべきであったろう？

発注者が要求する以上、技術的に間違った答えでも出す
ことがコンサルタンツの役割だろうか？

このような行為を重ねることにより、プロフェッショナルとし
てコンサルタンツは育っていくだろうか？

発注者が間違った操作により恣意的な結論を得ることは
、国民の付託に応えることになるだろうか？



８．２ 橋梁予備設計における発注者の意向

予備設計

コンサルタントのＹ技師は、Ｔ県からバイパスの橋
梁設計を受注し、管理技術者を務めることになった
。これには、予備設計と詳細設計が含まれていた。

上司のＴ部長とも相談し、Ｔ県の要望を取り入れ、
経済性、構造性、施工性等を考慮し、比較案を作成
することになった。



この結果、ＰＣ連結Ｔ桁案、ＰＣ中空床版橋
案、鋼鈑桁案の３案を比較検討し、ＰＣ連結
Ｔ桁案を最適案として選定した。

発注者の意向

Ｙ技師がＰＣ案が最適であると紹介すると、それを
遮るように・・・

発注者Ｎ係長：確かにこの橋にはＰＣ橋が最適か
もしれないが、ここは特殊事情があってね。鋼橋にし
たいんだよ。

Ｙ技師：鋼橋にしたい理由は何ですか？

発注者Ｎ係長：・・・・・・・・・・



Ｙ技師：しかし、我々の検討によると、どう転んでも
鋼橋が最適であるとの結論が出せませんが・・・

発注者Ｎ係長：そこをなんとかするのがコンサルタ
ンツでしょう！

同席したコンサルタンツの営業担当者：Ｙさん、何
とかＮ係長の意向に沿うような方向にまとめません
か？



帰社したＹ技師は結果をＴ部長に報告・・・

Ｔ部長：発注者の意向であれば、しょうがないな。鋼
橋が最適となるように比較案を再検討してくれないか
。

Ｙ技師：単価の見直し程度では、鋼橋を最適案とす
ることはできませんよ。

Ｔ部長：じゃあ、ＰＣ案の部材を大きくして、ＰＣ案の
コストを上げたらどうか？



Ｙ技師：部材を大きくしたら、許容値に対して余
裕があり過ぎ、説明が付きませんよ！

Ｔ部長：心配するな。予備設計の計算書なんて
誰もチェックしないよ。

結局、Ｔ部長の指示に従い、Ｙ技師は、何とか、鋼
橋が最適案であるという結論を出した・・・・



考えてみよう！

コンサルタンツのＴ部長やＹ技師は、発注者の意向
には従ったが、効率的で良好な社会資本形成に貢献
するという国民の期待を裏切ったのではないか？

この行為は、コンサルタンツが専門家であるという意
識と自負を打ち砕くものではないか？



考えてみよう！

建設事業の推進には、単に技術的判断だけでなく、
各種の事情を総合的に勘案する必要がある。

しかし、本来の理由を表に出さず、形ばかり技術的判
断のせいにして対応決定するＮ係長の行動は、技術を
単なる道具として軽視しているのではないか？

Ｔ部長のような行動を取ることにより、コンサルタンツ
は次世代を担う若手を育てられるか？



８．３ 工事請負者の設計照査

延長1.2kmの高架橋の下部構造工事の着工を１ヶ月
後に控えたある日、・・・。

県土木事務所設計課のＡ係長は、工事を請け負うこと
になった大手ゼネコンＨ建設の現場事務所Ｂ副所長と打
ち合わせていた。

Ａ係長は、上司のＣ設計課長から、「発注に間に合わせ
るためきつい工程で、３つのコンサルタンツに分割して設
計させたので、設計図書や設計計算書の整合が行き届
いていない。心配なので、Ｈ建設に細かいところまで照査
させるように」と指示されていた。



そこで、・・・・

Ａ係長 「悪いけど、設計図書に多少不安があるんだ。
設計図面、設計計算書など、すべてに誤りがないか照
査してもらえないかな？」

Ｂ副所長は、かなり作業量が多そうだと感じたが、Ａ係
長の心証を悪くしたくなかったため、ひとまず、これを受
けることにした。

翌日、Ｂ副所長は自社の設計部にことの次第を相談
すると、設計部のＤ主任は、あきれたように言った。



「副所長！橋脚が３０基もあるから、設計計算書だけ
で段ボールに６箱もあるのでしょ。客先の要求に応え
たら、２ヶ月近くの時間と５００万円以上の費用がかか
りますよ」

「もともと、請負契約で謳われている設計照査は、設
計図書の単純な間違いや現場条件との不一致など、
現場サイドで判断できる内容と範囲に限定されていま
す」

「だいいち、契約書における設計図書の中には、設計
計算書は含まれませんよ」



Ｂ所長はあわてて翌日、Ａ係長を訪ね、昨日自社設計
部のＤ主任から聞いた話を伝え、善処を頼んだ。

そこで、Ａ係長は工事請負契約書を詳しく調べてみた。
これまで、設計照査については請負者に依頼すればた
いていのことはやってもらえたので、工事請負契約書の
詳細までを見たことがなかった。

工事請負契約書に記載されている設計照査に関する
記述を見て、自分がこれまで請負者にやらせてきたこと
のいくつかが契約範囲をかなり超えていたことを初めて
知った。



そこで、Ａ係長は上司のＣ設計課長に尋ねた。

「全部サービスでＨ建設にお願いするのは無理があるの
で、照査費用を多少見てやるとか、別途コンサルタント
にチェックさせることはできないでしょうか？」

すると、Ｃ設計課長にこう突っぱねられた。

「工事コスト削減目標があるので、これ以上費用をかけ
られないことは君もわかっているだろう？」

「Ｈ建設の請負工事金額は２５億円近くあるのだ。これま
でのようにサービスでやってもらえばいいじゃないか」



Ａ係長は、何か引っかかりを感じたが、これ以上言っても
Ｃ設計課長の機嫌を損ねるだけだと思い自分を納得させ
た。

Ａ係長は、一晩悩んだあげく、翌日、Ｈ建設のＢ副所長を
呼んでこう言った。

「お宅の言うこともわかるけど、これから設計計算書の照
査をコンサルタントにやらせると何時できるかわからない
けど、それでもいい？」

「このようなことがあるから、お宅のような大手ゼネコンに
お願いすることになったとＣ設計課長が言っていたよ！」



Ａ係長は自分ながらいやな言い方だと思いつつ、Ｂ副
所長に指示した。

Ｂ副所長はこうしたことはこれまでの業界の慣例であり、
正論を言ってもＡ係長の機嫌を損ねてこれから工事をや
りにくくなることや、設計照査に時間を要すると着工が遅
れて工程が厳しくなり、工事利益に影響が出ることから、
自社で実施することを了承。

Ａ係長はほっとしたが、一方で後味の悪い感じが残った。
しかし、次の日は忙しく、もうすっかり昨日のことは忘れて
しまった。



考えてみよう

発注者が契約範囲を超えてサービスを要求すること
は、間接的に請負者に対して不当な対価を求めている
ことになるのではないか？

発注者は公平、不偏な態度を保ち、良識ある判断に
基づいて誠実に業務を行うことが求められているが、Ａ
係長の行動はこれにあてはまるだろうか？

請負者は、これまでの慣習的で打算的な対応を改め、
契約に基づいた正当な主張を行っていく勇気と努力を
持つべきではないだろうか？



８．４ 設計変更と会計検査

下水道用土留め工の工事
7.5m

洪積粘性土

沖積砂質土

沖積粘性土

GL-16m

矢板

シールド

O市

ゼネコンI組 A所長

F課長
B係長



追加ボーリングの実施

O市

ゼネコンI組 A所長

F課長
B係長

A所長：当工区でたった１カ所で
しか、ボーリングされていません。
しかも、立抗のジャストポイント
では行われていません。土留め
工の安全性確保のため、ボーリ
ングを実施すべきです。

B係長：先行他工区では実施し
ていない。お宅が自主的に実施
するならいいけど。

7.5m

洪積粘性土
沖積砂質土

沖積粘性土

GL-16m

矢板

シールド



7.5m

洪積粘性土
沖積砂質土

沖積粘性土

GL-16m

矢板

シールド

A所長は自主的にボーリング
実施

１ヶ月後、既存ボーリングとは
大きく異なり、沖積砂質土は存
在せず、すべて粘性土であるこ
とが判明。

自社の技術部に検討依頼。鋼矢板の根入れ長は盤ぶ
くれで決まっているため、鋼矢板長を短くでき、鋼矢板サ
イズもIV型からIII型に落とすことが可能であることが判
明



鋼矢板長を短くすれば、工事費が７百万円減
額となり、施工日数も数日短縮可能。

A所長はB係長に自主追加ボーリング結果と、
鋼矢板の根入れ長とサイズの低減結果を報告
し、土留め工の設計変更を申し入れた。

B係長は、コスト縮減がノルマとして課せられ
ていたため、この提案を歓迎。早速、A所長に
設計変更を進めるように要請。

１週間後、設計変更図面を持ってＢ係長を訪ねる
と、・・・



Ｂ係長：「せっかくやってもらって悪かったけど、設計変
更は無理なんだ。昨夜、上司に相談したところ、先行
工区では追加ボーリングなしで、原設計通りに施工し
ているので、この立抗だけ設計変更すると、会計検査
で、先行工区においてもその可能性があったことを指
摘されかねないと言うんだ」

Ｂ係長： 「 １つの立抗だけでは大したコストダウンにも
ならないし、追加ボーリングもお宅で勝手に実施したも
ので、こちらは認知している訳ではないのだから、この
話はなかったことにして原設計通りに施工してくれな
いか」



考えてみよう

Ｂ係長と上司は、会計検査怖さのために、官庁技術者
としてなすべき義務を怠ったのではないだろうか？

会計検査に対しては、合理的な理由（技術的判断に
限定されない）があれば、それに基づいて正々堂々と主
張を貫徹し通す姿勢が重要ではないだろうか？

Ｂ係長の判断には、「国民にとって何が最適な判断
か」という視点が抜けているのではないだろうか？国民
の支持を背景に、会計検査院に妥当性を説明すべきで
はないか？



ボーリング結果によっては、当該地点の地盤条件が
もっと厳しく、開削工法にとって危険な盤膨れやヒービン
グが起こる可能性もあったはずである。

ボーリングせずに工事を進めるように指示した事業の
技術的管理者であるＢ係長の姿勢をどのように評価すべ
きであろうか？

安易な判断によって最適な工法や新技術が採用されに
くいという土木界にとって大きな弊害を生んでいる事例は
他にもないだろうか？


